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第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、与那国町「どぅなんファンド」（平成２６年条例第２４号）に

関し、その運営と助成金支出条例に関する事項を定めるものとする。 

（事業） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる事業は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

（１）どぅなんまちづくり活動 与那国町民を主たる構成員とする町内の団体が与那

国町の地域環境の保全・改善に向けて実施するまちづくり活動 

（２）どぅなん活性化事業 与那国町民を主たる構成員とする企業・団体が新たな雇

用創出に向けて実施する事業 

（３）どぅなんファンド発信事業 どぅなんファンド（以下「ファンド」という。）

の運営内容や支援状況を発信する事業 

（４）どぅなんファンド協働事業 ファンドが実施する事業の波及効果を高めるため

協力組織とともに実施する事業 

第２章 どぅなんファンド運営委員会 

（どぅなんファンド運営委員会） 

第３条 ファンドの運営及び助成金の支出に関する審議・審査を行い、町長への助言

を行うため、どぅなんファンド運営委員会（以下「運営委員会」という。）を設置

する。 

２ 運営委員会は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する委員９人以内で組織

する。 

（１）学識経験者 ４人以内 

（２）金融関係専門家 ２人以内 

（３）住民代表 ２人以内 

３ 委員の任期は、２年とし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前

任者の残任期間とする。ただし、委員は、再任されることができる。 

（どぅなんファンド運営計画） 

第４条 運営委員会は、第２条各号の定める事業について、事業スケジュール及び収

支予算を定めるどぅなんファンド運営計画について、町長に助言を行う。 

第３章 助成金 

（助成対象候補者） 

第５条 助成金の交付の対象候補となるもの（以下「助成対象候補者」という。）は、

次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。  

（１）与那国町の地域環境の保全・改善を目的にまちづくり活動を実施する与那国町

民を主たる構成員とする町内の団体（以下「町民等の団体」という。）  

（２）与那国町の新たな雇用創出に向けた事業を実施する町民等の団体 

 



 

（助成対象候補事業） 

第６条 助成金の交付の対象事業候補となるものは、どぅなんまちづくり活動及び 

どぅなん活性化事業（以下これらを「助成対象候補事業」という。）とする。  

（助成金の申請） 

第７条 ファンドを活用した助成金の申請は、次のとおりとする。 

（１）どぅなんまちづくり活動の助成金交付を望む町民等の団体は、「どぅなんまち

づくり活動」助成金交付申請書（第１号様式）に関係書類を添えて町長に提出し

なければならない。 

（２）どぅなん活性化事業の助成金交付を望む町民等の団体は、「どぅなん活性化事

業」助成金交付申請書（第２号様式）に関係書類を添えて町長に提出しなければ

ならない。 

（助成金の概算払） 

第７条の２ 町長は、助成金の概算払いをする必要があると認めた場合は、町の支払

い計画の範囲以内において、概算払いをすることができるものとする。 

（助成対象者選定の基準） 

第８条 運営委員会は、以下の基準に基づき、助成対象者選定に関する助言を町長に

行う。 

（１）どぅなんまちづくり活動については、別表１に該当する活動でかつ、別表２に

示す基準に従って、助成対象者を選定する。 

（２）どぅなん活性化事業については、別表３に該当する事業でかつ、別表４に示す

基準に従って、助成対象者を選定する。 

（助成金対象者の選定） 

第９条 町長は、第７条の規定による申請があったときは、前条に基づく運営委員会

の助言を受けて、助成金の交付の対象となる事業として選定する。 

（助成対象経費） 

第１０条 助成対象経費については次のとおりとする。 

（１）どぅなんまちづくり活動については、対象活動費の５分の４以内を上限として

助成する。 

（２）どぅなん活性化事業については、対象事業費から人件費を除いた全額を上限と

して助成する。 

（助成額） 

第１１条 助成対象額については次のとおりとする。 

（１）どぅなんまちづくり活動については、助成額を上限２０万円として助成する。 

（２）どぅなん活性化事業については、助成額を上限１００万円として助成する。 

（助成継続期間） 

第１２条 どぅなんまちづくり活動及びどぅなん活性化事業について同一団体が３

年間を超えて継続的に助成を受けることはできない。 

（助成の公表） 



 

第１３条 運営委員会での審査結果を基に、町長が補助すべき事業を決定し、速やか

に助成を申請した団体へその結果を通知するとともに、その結果について町民に周

知を図る。 

（実績報告書）  

第１４条 事業終了後 1ヶ月以内に、どぅなんまちづくり活動の助成対象者は、どぅ

なんまちづくり活動実績報告書（第３号様式）を、どぅなん活性化事業の助成対象

者は、どぅなん活性化事業実績報告書（第４号様式）を提出しなくてはならない。 

（活動成果報告会） 

第１５条 事業終了後 1ヶ月以内に、どぅなんまちづくり活動の助成対象者及びどぅ

なん活性化事業の助成対象者は、ファンド事業の活動成果報告会に参加し、成果を

発表しなくてはならない。 

（関係書類の整備及び保管）  

第１６条 助成金の交付を受けたものは、助成対象経費の収支を明らかにした書類等

を整備し、助成対象事業完了後５年間保管しなければならない。  

（助成金の返還) 

第１７条 町長は、「どぅなんまちづくり活動」の助成対象者及び「どぅなん活性化

事業」の助成対象者（以下これらを「助成対象者等」という。）が、次の各号のい

ずれかに該当するときは、助成金の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全

部若しくは一部を、期限を定めて返還させることができる。 

(１) 法令又はこの規則に基づく町長の指示に違反したとき。 

(２) 助成金をその目的以外に使用したとき。 

(３) 助成金の交付の決定に付した条件に違反したとき。 

(４) 虚偽その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。 

（交付の保留） 

第１８条 町長は、助成対象者等が、実績報告書を提出しないときは、実績報告書の

提出があるまでの間、助成対象者等に対して交付すべき助成金の全部又は一部を交

付しないことができる。 

第４章 ファンド事業実績報告 

第１９条 町長は、毎年９月３０日までに、助成対象者等から提出された前年度分の

実績報告書及びファンドが実施した事業を取りまとめ縦覧その他の方法により、そ

の要旨を公表するものとする。 

第５章 雑則 

（報告及び調査） 

第２０条 町長は、助成金の適正な執行を確認するため必要に応じ、報告を徴し、関

係書類の提出を求め、又は実地に調査を行うことができる。 

２ 町長は、この規則の規定により提出された届出書類、報告書若しくはこれらに

併せて提出すべき書面若しくは文書（以下「届出書類等」という。）に形式上の不

備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、当



 

該届出書類等を提出した者に対して、説明を求め、又は当該届出書類等の訂正を命

ずることができる。 

 

（委任） 

第２１条 この規則に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が

別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

 


